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平成26年度
保育所･保育園新規入所児童申込受付について
平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成2222222266666666年年年年年年年年年年度度度度度度度度度
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平成26年度
保育所･保育園新規入所児童申込受付について

※1　定員数は、新しく入所する児童と継続して入所する児童を含めた数です。
※2　入所年齢が3ヵ月からの施設については、首が据わってからの受け入れとなります。
　　  ０歳のお子さんについては、出生前からの入所申し込みも受け付けます。　　
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＊すでに入所していて26年度も継続を希望する方は保育所(園)でお申し込みください。
≪申込書の配布≫
と　き　11月5日㈫～12日㈫
　　　　8:30～17:15
ところ　子育て支援課（壱番館1階1番窓口）
＊期間中来られない方は随時配布を行っております。

≪申込受付≫
と　き　12月2日㈪～12月6日㈮        
　　　　9:00～16:00
＊希望保育所により受付日を指定いたします。
　申込書配布時お知らせします｡
ところ　公民館（東玉川町）2階会議室

≪入所できる基準≫
　保護者や同居の親族が次のいずれかに該当し、保育することができない場合です。
①家庭外労働　　　　家庭の外で仕事をしている。
②家庭内労働　　　　家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の仕事をしている。
③母親の出産など　　妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
④疾病など　　　　　保護者が病気やけが、または心身に障害があり保育できない。
⑤病気等の看(介)護　長期にわたる病気や心身に障害のある家族の看(介)護をしてお
　　　　　　　　　　り、保育できない。
⑥家庭の災害　　　　火災や風水害などの災害により､復旧の間保育できない。

平成26年度放課後児童クラブ（仲よしクラブ）申込について
保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児童のための生活と遊びの場です。
【対　　象】　市内小学1～3年生
【申込受付】　（１日目）11月15日㈮　9:00～16:00
　　　　　　　　　　　　公民館(東玉川町)和室1･2
　　　　　　　（２日目）11月16日㈯　9:00～16:00
　　　　　　　　　　　　公民館(東玉川町)会議室1･2
【申込方法】　所定の申込用紙を持参の上、簡単な面接を行います。
　　　　　　　お子さんと一緒においでください。
【申込用紙配布場所】　11月1日㈮より藤倉児童館・小学校・仲よしクラブ･保育所（園）・幼稚園・エスプ・
　　　　　　　　　　　子育て支援課（壱番館2階）・市役所案内コーナーなどで配布。
　　　　　　　　　　　☆仲よしクラブは市内小学校区(浦戸地区は除く)ごとに開設しています。

問 子育て支援課保育係　☎353-7797(内線713･714)

問 藤倉児童館(新浜町保育所内)　☎366-3003

　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　


